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１．はじめに

　リーマンショック（2008年９月15日）に端を

発する金融危機については、震源地である米国の

金融危機にとどまらず、グローバル金融危機とし

て取り組まれてきている。G20首脳会議やFSB（金

融安定理事会）など、国際金融規制改革について

検討する新たな国際的な場が設けられ、現在でも

広範かつ多大な国際的な取組みが継続されてい

る（注１）。

２．�グローバル金融規制改革のテーマ
の変遷

⑴　G20首脳会合
　グローバル金融危機への対応については、新興

市場国もメンバーに入ったG20（首脳会合及び財

務大臣・中央銀行総裁会議）が主導してきた。

　G20首脳会合は、これまで10回開催されてい

る。具体的には、①ワシントンDC・サミット（08

年11月）、②ロンドン・サミット（09年４月）、

　リーマンショックに端を発するグローバル金融危機に対応するための国際的な金融規制改革においては、主に
店頭デリバティブ市場規制等の市場規制及びシステム上重要な金融機関等に関する健全性規制を中心に取り組ま
れ、現在はその実施の段階に移行している。一方、当面の課題として、市場のボラティリティ等の市場金融の課
題が再度取り上げられており、また、中長期的な課題として、金融包摂・金融教育・消費者保護が取り上げられ
ていることが注目される。
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